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チ ェ ッ ク 項 目 工夫している点 課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標は い いいえ
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事業所の行事に地域住民を招待する
等地域に開かれた事業運営を図って
いる

40

45

46
虐待を防止するため､職員の研修
機会を確保する等､適切な対応を
している

47

21

28

29

35

10
アセスメントを適切に行い､子ど
もと保護者のニーズや課題を客観
的に分析した上で､児童発達支援
計画を作成している

33

児童発達支援ガイドラインの「児
童発達支援の提供すべき支援」の
ねらい及び支援内容と､これに基
づき作成された「児童発達支援計
画」を示しながら支援内容の説明
を行い､保護者から児童発達支援
計画の同意を得ている

1 利用定員が指導訓練室等スペース
との関係で適切である

2 職員の配置数は適切である

3

生活空間は､本人にわかりやすく
構造化された環境になっているか。
また､障がいの特性に応じ､事業所
の設備等は､バリアフリー化や情報
伝達等への配慮が適切になされて
いる

4
生活空間は､清潔で､心地よく過ご
せる環境になっているか｡また、
子ども達の活動に合わせた空間と
なっている

5
業務改善を進めるための PDCA
サイクル（目標設定と振り返り）
に､広く職員が参画している

6
保護者等向け評価表により､保護
者等に対して事業所の評価を実施
するとともに､保護者等の意向等
を把握し､業務改善につなげている

7

事業所向け自己評価表及び保護者
向け評価表の結果を踏まえ､事業所
として自己評価を行うとともに、
その結果による支援の質の評価及
び改善の内容を､事業所の会報や
ホームページ等で公開している

8 第三者による外部評価を行い､評価
結果を業務改善につなげている

9 職員の資質の向上を行うために、
研修の機会を確保している

子どもの適応行動の状況を把握す
るために､標準化されたアセスメ
ントツールを使用している

11

12

児童発達支援計画には､児童発達
支援ガイドラインの｢児童発達支援
の提供すべき支援｣の｢発達支援
（本人支援及び移行支援）」､「家族
支援」､「地域支援｣で示す支援内容
から子どもの支援に必要な項目が
適切に選択され､その上で､具体的
な支援内容が設定されている

13 児童発達支援計画に沿った支援が
行われている

14 活動プログラムの立案をチームで
行っている

15 活動プログラムが固定化しないよ
う工夫している

16
子どもの状況に応じて､個別活動
と集団活動を適宜組み合わせて
児童発達支援計画を作成している

17
支援開始前には職員間で必ず打合
せをし､その日行われる支援の内容
や役割分担について確認している

18
支援終了後には､職員間で必ず打
合せをし､その日行われた支援の
振り返りを行い､気付いた点等を
共有している

日々の支援に関して記録をとるこ
とを徹底し､支援の検証･改善につ
なげている

20
定期的にモニタリングを行い､児童
発達支援計画の見直しの必要性を
判断している 

障害児相談支援事業所のサービス
担当者会議にその子どもの状況に
精通した最もふさわしい者が参画
している

母子保健や子ども･子育て支援等の
関係者や関係機関と連携した支援
を行っている

23

（医療的ケアが必要な子どもや重
症心身障がいのある子ども等を支
援している場合）地域の保健､医
療､障害福祉､保育､教育等の関係
機関と連携した支援を行っている

（医療的ケアが必要な子どもや重症
心身障がいのある子ども等を支援
している場合）子どもの主治医や
協力医療機関等と連絡体制を整え
ている

移行支援として､保育所や認定子ど
も園､幼稚園､特別支援学校 (幼稚
部）等との間で､支援内容等の情報
共有と相互理解を図っている

26
移行支援として､小学校や特別支援
学校 ( 小学部 ) との間で､支援内容
等の情報共有と相互理解を図って
いる

他の児童発達支援センターや児童
発達支援事業所､発達障害者支援
センター等の専門機関と連携し、
助言や研修を受けている

保育所や認定こども園､幼稚園等
との交流や､障がいのない子ども
と活動する機会がある

（自立支援）協議会子ども部会や
地域の子ども･子育て会議等へ積
極的に参加している

運営規程、利用者負担等について
丁寧な説明を行っている

定期的に､保護者からの子育ての
悩み等に対する相談に適切に応じ､
必要な助言と支援を行っている

日頃から子どもの状況を保護者と
伝え合い､子どもの発達の状況や
課題について共通理解を持ってい
る

保護者の対応力の向上を図る観点
から､保護者に対して家族支援プ
ログラム (ペアレント･トレーニ
ング等 )の支援を行っている

父母の会の活動を支援したり､保
護者会等を開催する等により､保
護者同士の連携を支援している

36

子どもや保護者からの相談や申入
れについて､対応の体制を整備する
とともに､子どもや保護者に周知し、
相談や申入れがあった場合に迅速
かつ適切に対応している

37
定期的に会報等を発行し､活動概要
や行事予定､連絡体制等の情報を
子どもや保護者に対して発信して
いる 

42
非常災害の発生に備え､定期的に避
難､救出その他必要な訓練を行って
いる

43
事前に､服薬や予防接種､てんかん
発作等のこどもの状況を確認して
いる

44
食物アレルギーのある子どもにつ
いて､医師の指示書に基づく対応
がされている

ヒヤリハット事例集を作成して事
業所内で共有している

どのような場合にやむを得ず身体
拘束を行うかについて､組織的に
決定し､子どもや保護者に事前に
十分に説明し了解を得た上で、
児童発達支援計画に記載している

38  個人情報の取扱いに十分注意して
いる

39
障がいのある子どもや保護者との
意思の疎通や情報伝達のための
配慮をしている

41

緊急時対応マニュアル、防犯マニュ
アル、感染症対応マニュアル等を
策定し、職員や保護者に周知する
とともに、発生を想定した訓練を
実施している

○この「事業所における自己評価結果（公表）」は、事業所全体で行った自己評価です。

利用定員に合わせ、香川県と協議を
行い、指導訓練室や、遊戯室を適切
なスペースにしています。

法律の定めた配置数以上の職員数で
対応しています。

感染症対策の観点から、事態が収束
するまでは、特に一度に利用児童が
密集しないよう児童を各部屋に分散
して活動しています。

安全面や、より質の高い支援の為に
職員の増員なども検討して参ります。

感染症予防の観点から、職員は全員
マスクを着用し、児童にもマスクの
着用を促していますが、特性により
着用が難しい場合は、他の児童とは
別の部屋で対応しています。
今後も感染症予防への対策は、継続
して参ります。

当日参加出来なかった職員には個別
に情報を伝えるか、共有のノートを
情報共有と認識一致に努めています。

職員会議は全員参加するよう努め、
課題の把握、目標の設定、改善策に
ついて話し合っています。

毎日の掃除は欠かさず、定期的に換
気も行っています。
また感染症予防のため、利用児童の
出入り口と、その他の出入り口とに
分け、必ず全員に消毒を行った上で
入室して頂いています。

頂いたご意見は真摯に受け止め、より
良い療育のため、できるだけ早く業務
改善に繋がるように話し合いを行い、
利用児童が楽しく通い、保護者様にも
ご満足頂けるよう努めて参ります。

今後も継続して評価の結果を公開し、
また保護者様からご意見を頂き、より
良い事業所に出来るよう改善して参り
ます。

評価表結果はWAM NET（=福祉・
保健・医療の情報の総合的サイト）
からリンクされたCOMPASS発達
支援センター公式Webサイト上で
公開しています。

管理者や児童発達支援管理責任者が
中心となって定期的に研修を行って
います。

今後も適切なアセスメントに努め、
従来は面談や訪問を行っていました
が、コロナ禍の現在でオンラインの
テレビ通話など、状況に応じて的確
な情報収集に努め、支援計画に反映
させて参ります。

アセスメントを適切に行い､より良い
支援のためにしっかりと保護者様から
の情報を聞き取り、記録し、支援計画
に活かしています。

今後も同様にアセスメントツールを
活用し、保護者様のニーズや児童の
状況などの情報の把握に努め、より
良い支援につながるよう図って参り
ます。

今後もガイドラインの基本を遵守し
更にきめ細かく一人ひとりに適した
支援が内容が設定出来るよう、取り
組んで参ります。

今後も継続し、情報共有と認識一致
の上で、職員全員が同じ支援をして
いけるように努めて参ります。

標準化されたアセスメントツールを
使用し、保護者様のご意見・ご要望・
児童の状況を漏らすことなく聞き取
るよう努めております。

児童発達支援ガイドラインを遵守し、
計画立案や内容について適応期間の
定めに関係なく、必要に応じて再度
見直しを行い、一人ひとりに合った
計画を常に行えるように取り組んで
います。

支援計画の内容を元に各児童の療育
プログラムを設定して、支援計画、
支援内容を共有するよう打ち合わせ
をしています。

今後も全職員で話し合いを行い、様々
な観点から立案して参ります。

今後も更に都度話し合いを行い活動
プログラムを立案し、季節の行事や
制作なども取り入れ、変化ある活動
も企画して参ります。

コロナ禍の現在、活動に際して三密
にならないような集団活動を企画し、
保護者様と共通理解の元、利用児童
一人ひとりに必要とされる支援内容
を検討し、作成して参ります。

管理者や、児童発達支援管理責任者、
また支援担当が全員でチームで立案
しております。

習慣化と定着を目指した繰り返しの
活動、児童の発達やに応じた個別の
活動を考え、色々な状況に合わせて
活動プログラムを工夫しています。

児童一人ひとりに合わせた個別支援
を中心に実施していますが、児童の
状況に合わせ、様々な課題を勘案し、
組み合わせています。

今後も朝礼で支援内容や役割分担に
ついて情報の共有を行い、認識一致
を図って参ります。

今後は終了後だけでなく、話し合いの
機会を増やし、より良い支援内容へと
反映できるように努めます。

経過記録は今後も主観を入れず正確
に行い、都度振り返り活用して参り
ます。

その日のうちに経過記録を記載し、
その記録を振り返り、次の支援機会
に活かすよう努めています。

定期的なモニタリングを継続して、
児童の状態により、必要な場合は、
6ヶ月という期間に拘らず見直しを
行って参ります。

少なくとも６カ月に１回は、モニタ
リングを行い、支援計画の見直しを
行っています。

引き続き、関係機関との連携を継続し、
職員の質の向上により、どの職員でも
参画できるよう、また事業所での情報
共有ができるよう努めて参ります。

担当者会議には、児童の状況を一番
把握している児発管と、支援担当者が
参画しています。

今後も継続して情報の共有に努め、
事業所からも自発的な問題の提起や、
情報提供を行い、児童の支援に反映
させるよう努めて参ります。

関係機関との会議にも積極的に参加
して、子育て支援等から頂いた情報
は活用させて頂いています。

現在、特別な医療ケアが必要な児童
は在籍しておりません。

事業所は重症心身障がい児以外の児童
が対象となっていることもあり、今後
受け入れ希望があった場合は、慎重に
検討し受け入れ態勢、事業所のあり方
について模索して参ります。

事業所は重症心身障がい児以外の児童
が対象となっていることもあり、今後
受け入れ希望があった場合は、慎重に
検討し受け入れ態勢、事業所のあり方
について模索して参ります。

現在、特別な医療ケアが必要な児童は
在籍しておりません。

移行支援として、児童について関係
各所との情報共有と共通理解に努め
丁寧に時間をかけた対応を心がけて
参ります。

移行支援に関しては、担当者会議の
機会を通して連携に努め、また園や
学校からの見学希望についても積極
的に受け入れを行っています。

状況が落ち着き次第、毎月保護者会が
開けるように企画・検討を行って参り
ます。

保護者様からのご意見には、積極的に
耳を傾け、迅速丁寧な対処・対応に努め、
相談しやすい環境作りを心がけ、日頃
から連携の取りやすい環境を目指して
参ります。

今後も定期的な会報、Webサイトで
の活動報告は継続し、内容の充実を
図って参ります。

今年の開催を計画していましたが、
コロナの影響もあり実施を見合わせ
ております。

現在までに重大な苦情を頂くことは
ありませんでしたが、相談や要望が
あった場合は、速やかな対応ができ
るように準備をしております。

季節ごとに「おたより」を発行してい
ます。
また、ホームページのブログで事業所
の活動内容をご紹介しています。
サイトについては、保護者様へご案内
を配布しています。

個人情報には、今後も取り扱いに充分
注意を払い、また施錠可能な書庫に保
管して参ります。

今後も利用児童の特性に配慮を続け、
保護者様へも更に丁寧な説明を心がけ
情報伝達と意思疎通できるよう、手段
を洗濯して参ります。

個人情報に関わる内容については、
充分注意して取り扱っています。

児童には状況や特性に合わせた伝達
方法を使い、保護者様にも連絡帳等
を用いて文章で確認して頂いたり、
口頭でも専門用語を避けて、丁寧に
タイミング等配慮した情報の伝達を
心掛けています。

現時点ではコロナ禍であるため事態の
収束が見られない限り企画は難しいと
思います。
今後、事態の収束が見られた時点で、
保護者様のご意向を踏まえ、地域イベ
ントに児童と参加したり、事業所主催
行事に近隣の方々をお招きしたり交流
を企画し、交流を検討して参ります。

コロナ禍でもあり、また通所を公に
したくない保護者様もおられるため、
今年度は、行事に地域住民をご招待
する様な企画は行えませんでした。

保護者様へ周知を続け、ご理解頂き、
訓練へも全ての児童が一巡して参加で
きるよう検討して参ります。
マニュアルについては、確認しやすい
よう掲示場所も再検討して参ります。

各マニュアルはすぐに確認できる様、
室内に掲示しており、また避難訓練は
定期的に実施しており、実施した写真
なども入り口に掲示しています。

児童の命を守るために、今後も火災、
地震、風水害などへの避難訓練を毎年
定期的に行い、どんな緊急時にも職員
や利用児童がきちんと身の危険を感じ
て、しっかり手順に則った避難行動が
出来るように継続して参ります。

地震・火事・不審者などの避難訓練
を実施し、利用児童の安全の徹底と
職員間の連携を図れるように努めて
います。

今後も保護者様から詳細な情報収集を
継続して、職員への周知と意識づけを
図って対応に努めて参ります。

アセスメントにて必ず確認し、情報
は全職員で周知しています。

今後も利用開始時に保護者様へ確認
を行い、必要な場合は医師の指示書
を事業所に掲示し、今後も全職員に
周知し、アレルギー反応が起きない
ように努めて参ります。

アセスメントにて情報提供して頂き、
児童の食物アレルギーについては、
全職員が完全に把握して対応をして
います。

今後もヒヤリハット記録は即時記録を
行い、情報共有・職員間での認識一致
の上、再発防止と事故の未然の防止を
心がけて参ります。

ヒヤリハットが発生した場合、詳細
に記録に残しています。
事例集は職員間で共有し、定期的に
振り返りを行い、再発防止と事故の
未然の防止に努めています。

虐待防止のためには、職員全員の共通
理解と意識づけが必須であり、今後は
できるだけ研修頻度をあげ、認識一致
に努めて参ります。

行政の虐待防止研修に参加し、また
最低でも年に１回は虐待防止研修会
を開催して、全職員で討議を行って
います。

今後も原則として身体拘束は行わない
基本姿勢を守り、まずは沈静化できる
よう色々なパターンに合わせた声かけ
や、気分の切り替えを促せるよう努め
て参ります。
ただし、緊急時と認められる「部屋か
らの飛び出し」「自傷行為」「他児童へ
危害を加える可能性がある」など児童
の命に関わる事象が起きた場合に限り
止むを得ず、抱いた状態で移動させる
などは、保護者様に十分に説明を行い、
同意を得て、個別支援計画に記載する
ようにして参ります。

現在の利用児童には身体拘束が必要
なケースはありません。
利用契約書には、身体拘束の禁止を
記載しており、生命又は身体を保護
するために、やむを得ず身体拘束を
行う場合は、あらかじめ文書により
保護者様の同意を得るよう義務付け
られています。

第三者による外部評価については今後
課題として検討して参ります。

今後は、職員のスキルアップの研修
などの機会を増やしていきます。

現時点では第三者評価は実施できて
おりません。

就学前に、学校にて相談員や各関係
機関と共に会議を行っています。

嘱託医の方にも助言等も頂いており、
また積極的に他事業所や、専門機関
との情報交換も行い、助言を受けて
います。

本年度は事業所発信の交流機会は持て
ませんでしたが、保育所等訪問支援も
行っていますので、感染症の状況と、
保護者様のご意向によっては、対応は
可能な状態になっています。

コロナ禍でもあり、参加機会はあり
ませんでした。

送迎時のやり取りや連絡帳等を利用
して保護者様と児童の状況や変化の
情報交換を行い、共通理解を深めて
います。

今後もそれぞれの機関へ児童の課題
や発達の状況など、次のステップに
繋がる情報共有ができるよう連携を
図って参ります。

コロナ禍ではなかなか機会を得難い
ですが、今後も色々な施設への見学、
交流や勉強会、研修などを通して、
更に連携を図っていきます。

コロナ収束後ではありますが、今後は
保護者様のご意向をうかがいながら、
企画を行い、交流機会を目指して行き
たいと思います。

今後も引き続き機会を逃さず情報共有
を図り、保護者様との信頼関係の構築
と共通理解に努めて参ります。

コロナ収束後、研修が行われる際は、
積極的に参加し研鑽に努めて行きたい
と思っています。

連絡帳や担当者会議を通して助言・
支援を行い、ご要望や必要に応じて
面談を行うなど、いつも保護者様に
寄り添う支援を心がけております。

契約時に重要事項説明書、契約書を
通し、丁寧にご説明しています。

ガイドラインに基づいて支援計画を
作成しています。
児発管が保護者様へ支援計画の内容
をご紹介する際は、専門用語を避け、
分かりやすい言葉を使ったり、現状
のご説明を丁寧に行っています。

悩み相談があった場合は、その都度
助言を行うように努めるとともに、
施設内での様子を詳しくご紹介する
など保護者様への積極的な関わりや
言葉がけを意識しています。
頂いたご質問やご相談へその場での
回答が難しい内容は、一旦持ち帰り、
早い回答を心掛けて対応しています。

家庭連携の機会にお話し頂く機会も
増えており、今後もご相談について
丁寧に傾聴し、ご一緒に解決を図り、
また事業所からも積極的に働きかけ
を行って参ります。

契約時のみならず、ご質問や再度説明
のご要望があればいつでも対応させて
頂いております。
今後もご理解頂けるように丁寧な説明
を心がけて参ります。

今後も同様に、保護者様のご意向や
児童一人ひとりの状況に応じた支援
計画を作成し、丁寧な説明を心掛け
て参ります。

コロナの状況の終息を待ち、連絡帳
や送迎時などだけでなく、保護者様
にご来所頂き、面談等が行えるよう
図って参ります。

各部屋の入り口にイラスト等を表示
して児童に分かりやすい環境に配慮
しています。
また部屋ごとの使用目的をはっきり
させ、安心して過ごせる環境を心掛
けています。
室内はフラットですが、現在車椅子
利用の児童が在籍しておらず、完全
なバリアフリー対応ではありません。

就学前児童なので、歩行が不安定な
状況も考慮し、転倒防止も踏まえて
段差を少なくしており、また安全面
も考えクッションフロアを敷くなど
工夫を行い、今後も安全への配慮を
継続して参ります。
車椅子利用の児童を受け入れること
になった場合には、バリアフリー化
についても検討して参ります。

毎日の朝礼では担当する児童の情報
確認、役割分担を行っています。
必要に応じてその日の支援内容や、
児童の課題や気づき等について確認
を行っています。

支援終了後には、管理者や児発管に
個々の支援員が報告し、情報は全体
に周知出来るように努めています。

年に 1度は保護者様にアンケートを
依頼し、ご意見を職員間で検討し、
リフレクション会議などでその課題
や改善策を話し合っています。
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